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エッジワイズ治療において、固定の概念は重要であり、上顎前突を主訴

とするハイアングル症例では、治療計画と治療成果に影響を与える最も重

要な要素であるといっても過言ではない。そのため従来の治療では、上顎

臼歯の近心移動を最小限にとどめ、固定を強化するために、ハイプルヘッ

ドギアなどの顎外固定装置や顎間ゴムなどの顎内固定装置が用いられてい

たが、装置装着に長期間・長時間を必要とし、治療結果は患者の装着時間

に依存している。なかでも、ハイプルヘッドギアについては、装着の煩わ

しさや、その審美性から成人患者に強く敬遠されやすいといった欠点が存

在する。一方、近年スケレタルアンカレッジが開発され、歯科矯正用アン

カースクリュー(以下、ミニスクリュー)を用いて、顎骨に固定源を求める

ことができるようになり、患者の協力を必要とせず、良好な成績を得るこ

とができると報告されている。	 

そこで本研究では、矯正治療のプロトコールやワイヤーなどの装置は統

一し、「ヘッドギア」と「ミニスクリュー」という２つの異なる固定システ

ムを用いて治療を行った被験者における、顎骨及び歯の変位量を比較し、

それぞれの固定システムが上顎臼歯の水平的及び垂直的な固定にどの程度

影響を及ぼすかについて評価している。また、治療期間についても両群で

比較検討し、評価を行っている。	 

資料および方法を以下に示す。	 

愛知学院大学歯学部附属病院でレベルアンカレッジシステム（LAS）を
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使用した治療を受けた患者を対象とし、被験者はいずれも、上顎臼歯の水

平的及び垂直的方向の固定源の確保が必要であり、ANBが５°以上で上顎前

突が重篤と思われる症例に対しては、ミニスクリューを固定源として使用

し(以下、ミニスクリュー群)、ANBが５°以下の症例に対しては、ヘッドギ

アを加強固定装置として使用(以下、ヘッドギア群)している。	 

ミニスクリュー群は23名で、ミニスクリューを改良型トランスパラタル

アーチに固定する事で、臼歯の遠心移動、または近心移動の防止を行って

いる。一方、ヘッドギア群は、ハイプルヘッドギア、従来型のトランスパ

ラタルアーチ、顎間ゴムを用いた従来型の固定強化法を用いた患者28名で

あった。両群ともに、同じ治療プロトコールを用いている。	 

	 治療開始前1カ月以内（T1）とエッジワイズ装置の取り外し直後（T2）の

側貌セファログラムを用いて２群間の比較を行っている。また治療期間は、

治療開始から終了までの総治療期間と、治療終盤における上顎前歯の遠心

移動に要した期間を計測している。	 

	 結果を以下に示す。	 

1.	 治療開始前(T1)の２群間の比較	 

治療開始前の年齢及び治療期間について、両群に有意差は認められなか

った。治療開始前の2群間を比較すると、水平的には、オーバージェット、

臼歯関係、ANBについて、ミニスクリュー群が有意な高値を示した。垂直的

には、いずれの項目についても、有意な群間差は認められなかったと述べ
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ている。	 

2.	 T1とT2の変位量	 

1)前後方向の変位量の比較	 

両群ともに、上顎切歯は遠心移動を示し、その変位量はミニスクリュー

群で有意に大きかった。さらに、両群で上顎大臼歯の近心移動が得られ、

その変位量はヘッドギア群のほうがミニスクリュー群よりも有意に大きか

ったとしている。	 

2)垂直方向の変位量の比較	 

上顎切歯と上顎第一大臼歯の垂直方向の変位量は、ミニスクリュー群で

は、上顎切歯と上顎大臼歯がともに圧下されたのに対し、ヘッドギア群で

は、上顎切歯の垂直方向の変位は認められなかったが、上顎第一大臼歯は

有意に挺出を示した。下顎下縁平面角については、ヘッドギア群では、減

少傾向がみられたものの、治療前後で有意な差は認められなかった。一方、

ミニスクリュー群では、下顎下縁平面角の有意な減少が認められたと報告

している。	 

3.	 治療期間	 

上顎前歯の遠心移動に要する期間は、ヘッドギア群と比較してミニスク

リュー群で有意な差をもって長かった。一方、総治療期間はヘッドギア群

よりもミニスクリュー群で短い傾向を示したが、有意な差は認められなか

ったと述べている。	 
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以上の結果より、正中口蓋縫合に設置した２本のミニスクリューの汎用

性が示され、ミニスクリュー群は、ヘッドギア群に比較して上顎臼歯の水

平的及び垂直的な固定に有用であることを実証している。	 

本研究は、ミニスクリューの適用が矯正歯科治療における固定源として

有用であることを示唆しており、より高い治療目標に到達するための大き

な臨床的情報を提供するものであり、歯科矯正学、歯科理工学、小児歯科

学および関連諸学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士(歯学)

の学位を授与するに値するものと判定した。	 

	 


